
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令案について（両立支援助成金の見直し関係） 

 

雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 

職業家庭両立課 

１．改正の内容 

（１） 「両立支援助成金」の名称変更（第一の二（一）関係） 

「両立支援助成金」を、「両立支援等助成金」に名称変更 
 

（２） 休業中能力アップコースの廃止（第一の二（二）関係） 

○ 休業中能力アップコースについては、政策目的・手段が同じ支援策として、キャリア形成

促進助成金（育休中・復職後等能力アップコース）が創設されたため、廃止する。 

○ 経過措置として、施行日前に育児休業又は介護休業を開始し、平成２６年９月３０日まで

に同休業を終了した被保険者がいる事業主又は事業主団体については、当該被保険者に係る

支給に限り、従前の通りとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） ポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設（第一の二（三）及び（四）関係） 

「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「ポジティブ・アクション応援サイト」

又は「女性の活躍推進宣言コーナー」において女性の活躍促進についての数値目標を設定・公

表し、ポジティブ・アクションとして女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付

与のため等の一定の研修プログラムを実施し、かつ、当該数値目標を達成した事業主に対して

助成金を支給する。 

 

≪助成金対象事業主≫ 

・女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、一定の研修プログラムを実施し、かつ、

当該数値目標を達成した事業主 

 

≪支給限度額≫ 

・１企業当たり中小企業 30 万円、大企業 15 万円 

 

２．今後の予定 

３月 ６日（木）～１７日（月） パブリックコメントの募集 

３月２０日（木）        労働政策審議会（雇用均等分科会） 

３月２８日（金）        労働政策審議会（職業安定分科会、職業能力開発分科会） 

３月３１日（月）（予定）     公布 

４月 １日（火）（予定）     施行 

【現行のコースの概要】 
 育児休業・介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場復帰できるようなプログラムを実施した事業主

に対し助成。 

【キャリア形成促進助成金（育休中・復職後等能力アップコース）の概要】（平成２５年補正予算） 
 育休中・復職後の能力アップのための訓練や出産・育児等により一定期間離職していた女性等の再就職後

の能力アップのための訓練を実施した場合に訓練経費等を助成。 
 

資料２ 



助成率

①設置費※ 大企業３分の１、中小企業３分の２

②増築費※ 大企業３分の１、中小企業２分の１

③運営費

1～5年目：大企業２分の１、中小企業３分の２

6～10年目（平成24年10月31日前に認定申請
を行い労働局長の認定を受けた場合）

：３分の１

平成２６年度両立支援等助成金

代替要員確保コース 1.3（1.2）億

育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰
する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の
代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰
させた中小企業事業主に支給する。

休業中能力アップコース（経過措置）
0.1（0.6）億

育児休業又は介護休業取得者を円滑に職場復帰させ
ることを目的とした能力の開発及び向上に関する、次
のいずれか1つ以上の措置（職場復帰プログラム）を
実施した中小企業事業主等に支給する。

①在宅講習 ②職場環境適応講習
③職場復帰直前講習 ④職場復帰直後講習

※平成26年3月31日までに休業を開始し、平成26年9月
30日までに当該休業を終了した労働者が対象

支給限度額 ２１万円 （注）

企業規模 １人目 ２人目以降※

中小企業事業主 40万円 15万円

上記以外の事業主 30万円 10万円

継続就業支援コース(経過措置) 2.5(13.9)億

労働者のための保育施設を事業所内（労働者の通勤
経路又はその近接地域を含む）に設置、増築等を行う
事業主・事業主団体に、その費用の一部を助成する。

中小企業両立支援助成金

育児休業取得者を原職又は原職等に復帰させ、一年
以上継続して雇用した１００人以下の事業主であって、
仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい職場環境の
整備のため、研修を実施する事業主に支給する。（※初
めて育児休業を終了した労働者が平成２３年１０月１日以後
平成２５年３月３１日までに出た事業主が対象。）

支給額

１人目 ４０万円

２人目から５人目まで １５万円

支給機関：都道府県労働局

支給対象労働者１人当たり １５万円 （注）

事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

51.9（29.5）億

子育て期短時間勤務支援助成金

8.6（12.1）億

※ １企業当たり５年間、１年度延べ１０人まで

※ １企業当たり育児・介護それぞれ５年間、１年度延べ２０人まで

※ ２回（１年目と３年目）に分けて支給

支給額

１人目 ４０万円 （注）

２人目から５人目まで １５万円 （注）

期間雇用者の育児休業取得者が

正社員として復職した場合

１人目１０万円加算
２～５人目 ５万円加算

期間雇用者継続就業支援コース 9.2(4.8)億

期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休
業制度、育児短時間勤務制度を就業規則等に規定し、期
間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職等に復帰させ、
６カ月以上継続して雇用した中小企業事業主であって、
仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい職場環境の整
備のため、研修を実施する事業主に支給する。（※育児
休業を終了した期間雇用者が平成２５年４月１日以後平成２８
年３月３１日までに出た事業主が対象。）

少なくとも小学校就学前までの子を養育する労働者が
利用できる短時間勤務制度を導入し、小学校３年生まで
の子を養育する利用者が生じた場合、事業主に支給する。

※ ５年間、１企業当たり延べ１０人まで（中小企業事業主は５人まで）

26年度予算案額 ７６．３億円（雇用勘定）
25年度予算額 ６２．１億円（雇用勘定）

（注）代替要員確保コース、休業中能力アップコース、期間雇用
者継続就業支援コースについては、両立支援の実効性を高めるた
め、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標
を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、１企業当たり１回に
限り、５万円を上乗せする。

ポジティブ・アクション能力アップ助成金(仮称）

1.2億（新規）
女性の活躍促進についての数値目標を設定し､一定の

研修プログラムの実施により、目標を達成した事業主に
支給する。
中小企業30万円、大企業15万円（1企業1回限り）

育休復帰支援プラン助成金 1.5億(新規)

中小企業団体に配置された「育休復帰プラン
ナー」による支援のもと「育休復帰支援プラン」を
策定及び導入し、対象労働者が育休を取得した場合、
及び、当該育休取得者が復帰した場合に中小企業事
業主に支給する。

支給対象事業主１回当たり ３０万円 （注）

※ １企業当たり２回まで
１回目：プランを策定し、育休取得した時
２回目：育休者が職場復帰した時

育児休業中、復職・再就職後の能力アップのための訓練
等を実施した事業主に支給する。

中小企業 経費助成２分の１・賃金助成800円

大企業 経費助成３分の１・賃金助成400円

（参考）キャリア形成促進助成金
(育休中・復職後等能力アップコース(仮称)) 17.5億



職業訓練などを実施する事業主に対し訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する「キャリア形成促進助成金」について、補正予算において、「日本
再興戦略」(H25.6.14閣議決定）に基づき、（A）若手社員の訓練を行う事業主団体等に対する新たな支援（熟練技能者による技能承継のための訓練等を
拡充）、①育児休業中及び復職後の能力アップに取り組む企業への助成制度の創設（再就職後の訓練を拡充）について、一部拡充の上前倒し実施す
るとともに、②成長分野等人材コース及び③グローバル人材育成コース（国外留学等の訓練を拡充）を大企業も対象とする拡充を行う。

１．趣旨１．趣旨

キャリア形成促進助成金について （平成25年度補正予算において制度要求）
※平成25年度予算額 83億円

２．助成内容２．助成内容

※経費助成の１人１コース当たりの支給限度額

300時間未満
300時間以上

600時間未満
600時間以上

20時間以上

100時間未満

100時間以上

200時間未満
200時間以上

〇上記以外の訓練 7万円 15万円 20万円

※（ ）額は大企業の額

50万円

（30万円）

現 行 改正後

5万円 10万円 20万円
〇一般型訓練

〇政策課題対応型訓練

〇政策課題対応型訓練のうち、

 ①育休中・復職後等能力アップコース

 ②成長分野等人材育成コース

 ③グローバル人材育成コース

15万円

（10万円）

30万円

（20万円）

内容 助成額（現行）
助成額（改正後）
※（ ）額は大企業の額

事業主団体等が構成事業主の雇用する労働者を対象に行う、若年労働者

への訓練や熟練技能の育成・承継のための訓練

 

ー
経費助成：1/2

①育休中・復職後等能力アップコース
育児休業中や復職後の能力アップのための訓練や妊娠・出産・育児によ

り一定期間離職していた女性等の再就職後の能力アップのための訓練
ー

②成長分野等人材育成コース 成長分野等での人材育成のための訓練

③グローバル人材育成コース
海外関連業務に対する人材育成のための訓練

→【拡充】労働者に対する国外留学等の訓練を追加

④若年人材育成コース 採用後５年以内かつ３５歳未満の若年労働者への訓練

⑤熟練技能育成・承継コース 熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練

⑥認定実習併用職業訓練コース 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練

⑦自発的職業能力開発コース 労働者の自発的な能力開発に対する支援

政策課題対応型訓練以外の訓練
経費助成：1/3

賃金助成：400円
〃

助成対象訓練

経費助成：1/2

賃金助成：800円

経費助成：1/2

賃金助成：800円
※⑥は、OJT実施助成（１人１

時間当たり600円）がある。

※賃金助成は、１人１時間当たりの額

（C）一般型訓練

（A）団体等実施型訓練

(

B

)

政

策

課

題

対

応

型

訓

練

経費助成：１/２（１/3）

賃金助成：800円（400円）

現行と同じ

新

規

現

行

（参考）



○ 子どもが３歳になるまで、育児休業を取得したい男女が、安心して育児休業を取得しやすくなるためには、
円滑に復職できる環境整備が必要。

○ このため、キャリア形成促進助成金の政策課題対応型訓練(※)に、新たに「育休中や復職後等の能力アップに
対応した訓練を支援するコース」を創設する等、復職支援を強化する。
(※)政策課題対応型訓練
政策課題対応型訓練に該当する場合、通常の一般型訓練（経費助成:1/3､賃金助成:400円（1H））よりも手厚い助成（経費助成1/2､賃金助成:800

円（1H））を実施。

「育休中・復職後等能力アップコース」（キャリア形成促進助成金）の創設（25年度補正予算）

■ 育児休業中（A）や復職後（B）及び妊娠・出産・育児により、一定期間離職していた女性等の再就職後
（Ｃ）
の能力アップのための訓練を実施した事業主に対する支援策として、政策課題対応型訓練に、新たに「育休

中・
復職後等能力アップコース」を創設し、中小企業事業主に対し手厚い助成を実施するとともに、新たに、大企

業
も助成対象とする。

１ 趣旨・目的

２ 助成内容

えげ

①育休中・復職後等能力アップコース実施計画
書を作成していること。

②次の労働者に次のいずれかの訓練を受けさせ
ること。

（A）育児休業中の者を対象とする職業訓練等
（B）３ヶ月以上の育児休業期間終了後に職場
復帰した復職後１年以内の者を対象とする
職業訓練等

（C）妊娠・出産・育児による離職者で、子が小学
校就学の始期に達するまでに再就職した者
で再就職後３年以内の者を対象とする職業
訓練等

■ 対象事業主の要件

育児休業中

■ 助成内容

復職後

能力開発の実施
（通信講座等）

【助成額】
○中小企業
賃金助成：８００円（１Ｈ）
経費助成：１／２（限度額の上限を現行の１人20万円から１人50万円に引き上げ）
○大企業
賃金助成：４００円（１Ｈ）
経費助成：１／３（限度額の上限は１人30万円）

再就職後

能力開発の実施
（社内研修等）


	2-1資料２－１改正概要.pdf
	2-2資料２－２両立支援等助成金ポンチ.pdf

